
2026年 1月 1 日 
お客様各位 

日鉄ビジネスサービス株式会社 
東日本事業所（鹿島地区） 

 

クレーン教習および技能講習の終了について 
 
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
このたび、当社にて実施しておりました「クレーン教習」及び各種「技能講習」の
事業につきまして、親法人である日本製鉄株式会社と協議を進めました結果、2026
年 3 月 31 日をもちまして終了させていただくこととなりました。 
 
これまでご支援いただきましたお客様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。 
 

終了する教習科目 
         ・クレーン運転実技教習 
         ・玉掛け技能講習 
         ・床上操作式クレーン運転技能講習 
         ・ガス溶接技能講習 
 
 
※当社にてクレーン実技教習を合格されたお客様が、期限内（実技合格後 1 年間）
に学科試験を合格された場合、クレーン運転免許の申請手続きは引き続き当社にて
実施させて頂きます。 
 
 
※免許及び修了証の再交付につきましては、下記の通りです。 
  ・クレーン運転免許 

  引き続き居住地の労働局へご依頼ください。 
  ・技能講習修了証 
      技能講習修了証明書発行事務局（03-3452-3371）へ引継ぎます。 
      引継ぎまでに一定の時間を要しますので、不明の場合は当社まで 
      お問い合わせください。 
 
 
事業終了に伴い、皆様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご
理解を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 

以上 


